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船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新について

　今般、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新が実施されること

になり、別添の通り社会保険庁運営部長より本会宛に協力の依頼がありました

のでご連絡いたします。

　今回実施される更新の概要は下記の通りでありますので、貴会会員への周知

方よろしくお願い申し上げます。

記

［船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新ついて］

1．船員保険被保険者証等の更新は、平成18年7月3目から同年8月31目ま

での間に実施すること。

2．新証は、被保険者証はクリーム色地、被扶養者証はさくら色地とし、それ

ぞれ黒刷りしたものに更新される。

3．現行の被保険者証は、平成18年9月1目以降は無効となる。

4．被保険者等資格証明書は、更新を受けるため現行の被保険者証を提出して

いる間において、療養の給付を受ける必要があるとき、船舶所有者が発行す

　る。

（添付資料）

・船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新ついて

　（平成18．4．25　庁文発第0425005号の2　社会保険庁運営部長）
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船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新について

　標記については、下記のとおり実施することといたしましたので、何分の御協力の上、

貴会会員に対し周知方よろしくお願いいたします。

記

1　船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証の更新の実施時期

　船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証（以下「被保険者証等」という。）の

更新は、平成18年7月3日から同年8月31日までの間に実施すること。

2　被保険者証等の様式及び色

　様式は、別紙1のとおりとし、船員保険被保険者証はクリーム色地、船員保険被扶

養者証はさくら色地とし、それぞれ黒刷りとすること。

3　被保険者証等の有効期限

　　現行の被保険者証等は、前記1の更新の終了日限り無効とすること。

4　船員保険被保険者（被扶養者）資格証明書の発行

　　被保険者証等の更新を受けるために現行の被保険者証等を提出している間において、

　療養の給付（家族療養費を含む。）を受ける必要があるときは、船舶所有者は、「健康

　保険被保険者資格証明書について」（昭和56年10月1日保険発第76号・庁保険発

　第76号・庁保険発第15号通知）に準じ、船員保険被保険者（被扶養者）資格証明

　書（別紙2）を発行することとしたこと。

5　船員保険被扶養者証の異動年月日の記載

　　平成18年6月30日以前より引き続き被扶養者である者にづいては、今回の更新

　によって発行される船員保険被扶養者証の第2面の「異動年月日」欄は、記載され

　ないものであること。

　　なお、同年7月1日以降新たに被扶養者となる者に係る「異動年月日」欄について

　は、従来どおり記載されるものであること。



（別紙1）

船員保険被保険者証の様式
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（別紙1）

船員保険被扶養考証の様式

（表面）
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　　　　　　　注　意　事　項
1．被保険者は、被扶養考の氏名を確かめて直ちに

　　この証を被扶養書に送り届けてください，

2．次の者は老人保健の医療を受けることになりま
　　すので、老人保健の纏廉手帳にこの征を添えて、

　　保険医療機関等に促出してください．

（1）　75歳以上の者（平成14年9月30日において70

　　　歳以上である者を含む）

（2）　65識以上75歳未満の者で市町村長の陳物昭

　　　定を受けているもの
3．被保険者征の記号帝号、氏名、住所、被扶養者

　　の氏名等の褒交叉は被扶養者の異動等記載事項

　　が変わったときは、被保険者は、速やかに、こ

　　の証を船舶所有看に提出してください．
・4．書房療を受けようと一ザるとき‘ま、保険医療機闘等

　　の窓口にこの証を（70澱の艇生日の属する月の
　　翌月（麗生日が月の初日である場合はその月）

　　以徴の場合はこの証に高齢受給考証を添えて）

　　提出してください，この場合、この証は、その
　　傷病について診療が終わるまでその医療機関に
　　保管され．診療が終わったときに所要Ψ項が記入

　　されて、返されます。ただし、同時に他の被扶

　　嬰者が受診するため必興があるときは、その旨

　　をその医療機関に申し出てこの証を返してもら

　　い、使用後は直ちにその医療機関に提出してく
　　ださし㌔

　　　　　　　　　　　　　　　（裏面へつづく）
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5．この証で診療を受けたときは、保険診療の費用

　　（入院時の食事に饗する費用を除く。）の3割

　　に相当する額をそのつど支払ってください。た

　　だし、3歳の縄生日の属する月（誕生日が月の

　　初日である場合はその前月）以前の場合は2割

　　に相当する煎、70歳の誕生日の属する月の翌月

　　（誕生日が月の初日である場合はその月）以後

　　の場合は高齢受給考証に記職された一部負担金

　　の割合に相当する額となります。

　　※　老人保健の医療を受けたときの負担額は、

　　　　健廠手帳のP一撮受給考証に示す割合に相当

　　　する額となります。

　　なお、入院時の食事に要する費用については、

　　1食につき定額の標準典担額となります。

6、この肛は、被県険者がその資格を喪失したとき

　　は、無効になりますから、臥ちに船舶所有者に

　　返してください。ただし、資格喪失後も診療を

　　受ける堀合には、この証を添えて保険者に恥1け

　　出てください。

7　不正にこの紅を使用した者は、刑法により詐欺

　算として懲役の処分を受けます、

， 6
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（別紙2）

　　　　　　　　　　　　　　　被保険者

　　　　　　船員保険
　　　　　　　　　　　　　　　被扶養者

交　付　年　月　日　平成18年　　　月　　　日

有　　効　　期　　限　平成18年　　　月　　　日

資格証明書

～　平成18年 月 日

：
：　　：

保
＝
● l　　l

保　険　者　番　号
及　　び　　名　　称

険

者 所　　　在　　　地

被
記　　号　　番　　号 ⑧ 牌

弔
号

氏　名　　・　性　別 男　・　女

保

生　　年　　月　　日 昭和 年 月 日

険

現　　　住　　　所

者
資格取得年月日 平成 年 月 日

男 男 男

被 氏　名　　・　性　別
女 女 女

扶
生　　年　　月　　日

明昭　　年　　月大平

日 明昭
蝠ｽ

年　　月 日 明昭
蝠ｽ

年　　月 日

養

者 現　　　住　　　所

本証明書発行の理由 被保険者証（被扶養者証）を更新中のため

上記の者は、当船舶所有者の使用する被保険者（の被扶養者）で現に資格を有すること

を証明する。

　　　　　　　　　　　　　　　船舶所有者名称

　　　　　　　　　　　　　　　所　　　在　　　地

　　　　　　　　　　　　　　　船舶所有者名

平成18年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　回


